
 

町政だより 令和 5 年８月１０日 発行 

８月１０日より、下記補助金の受付を開始いたします。 

各条件をご確認の上、申し込みください。 

省エネ設備等普及促進事業補助金 

本補助金は、脱炭素社会の実現に向け、一般家庭で使用する省エネ設備等の

買い換え普及促進を図り、家庭から二酸化炭素排出量を削減し、羅臼町の 

ゼロカーボンシティを実現することを目的としています。 

また、本事業は２０３０年までの継続を予定しております。 

 

【主な条件】 

①既存住宅における蛍光灯設備等から LEDを使用した照明設備への 

交換であること（新築住宅は対象外）。 

②灯具の交換を含むものであること。 

      （電球等（光源）のみ及び LED 電気スタンドの購入は対象外） 

③購入・設置費用の合計金額が３万円以上であること。 

     （自らによる設置でも補助対象とします。） 
 

【補助額】 

①対象経費の２分の１以内（千円未満切り捨て） 

②最大３万円まで補助  
 

【補助対象経費】 

①LED照明設備の購入費用 

②工事に関する費用 

③その消費税及び地方消費税の額 
   ※処分費用は対象外 

    

例） 購入・設置費用の合計金額が５万円だった場合 

  ①５万円の２分の１ → ２万５千円 

  ②補助額が最大３万円ですが、実際の補助額は・・・   ２万５千円 になります。 

 

 

 

― LED 照明設備 ―  



 

 
【主な条件】 

①一般家庭で使用する冷蔵庫又は冷凍庫（２０１３年以前に製造 

されたものに限る）の買い替えであること。 
※「冷蔵庫から冷凍庫」・「冷凍庫から冷蔵庫」の買い替えは対象外 

②経済産業省が定める統一省エネラベルにおいて、目標年度 2021 

年度における省エネ基準達成率が１００％以上であること。 

（省エネ性能マークが緑色） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【補助額】 

①対象経費の４分の１以内（千円未満切り捨て） 

②最大４万円までの補助 
 

【補助対象経費】 

①冷蔵庫又は冷凍庫の購入 

②その消費税及び地方消費税の額 
   ※リサイクル料金は対象外 

        

【主な条件】 

①既存住宅においてエコキュート以外の給湯器からエコキュートに 

買い替え設置すること。（新築住宅は対象外） 

②居住する住宅の給湯設備で使用すること。 
 

【補助額】 

①対象経費の４分の１以内（千円未満切り捨て） 

②最大１０万円までの補助 
 

【補助対象経費】 

①エコキュートの購入に係る費用 

②工事に関する費用 

③その消費税及び地方消費税の額 
※処分費用は対象外 

 

例） 購入・設置費用の合計金額が８０万円だった場合 

  ①８０万円の４分の１ → ２０万円 

  ②補助額が最大１０万円なので、実際の補助額は・・・   １０万円 になります。 

 

例） 購入金額が８万円だった場合 

  ①８万円の４分の１ → ２万円 

  ②補助額が最大４万円ですが、実際の補助額は・・・   ２万円 になります。 

 

 

※１００％以上（緑色）が条件になります。実際はマークの下に目標年度が記載されています。 

  

 

 



 
【主な条件】 

①電気を使用し、乾燥式又はハイブリット式として、一般家庭

の室内で使用する処理機であること。 
 

【補助額】 

①対象経費の２分の１以内（千円未満切り捨て） 

②最大３万円までの補助 
 

【補助対象経費】 

①生ごみ処理機の購入費用 

②その消費税及び地方消費税の額 
 

生ごみ処理機購入助成事業補助金 

生ごみ処理機の購入者に対し補助を交付することで、家庭から排出される

「生ごみ」の再利用によるごみ処理減量化と、ヒグマの誘引を防ぐことを目

的としています。 
 

例） 購入金額が８万円だった場合 

  ①８万円の２分の１ → ４万円 

  ②補助額が最大３万円なので、実際の補助額は・・・   ３万円 になります。 

 

 

 

補助金の交付対象者 

 

補助金の注意事項 

〇羅臼町に住民票を有した、世帯主であること 

〇町に納付義務があるものに対し滞納のないこと  

〇暴力団の構成員でない者、破壊活動を行う団体に所属していない者 

 

〇両補助金は、世帯主の方による申請で登録販売店からの購入に限ります。 

※登録販売店以外での購入や、ネット購入などは補助金対象になりません。 
 

〇省エネ設備等普及促進事業補助金（省エネ給湯設備・LED照明設備・冷蔵庫

又は冷凍庫）は、同一年度内においては各１回限り。（３つの補助をそれぞ

れ申請することも可能です。） 
例）令和５年度に省エネ給湯器設備と冷蔵庫と LED照明設備を購入し、 

令和６年度に冷蔵庫と LED照明設備を購入する。 
 

〇生ごみ処理機購入助成事業補助金（生ごみ処理機）は、１回限りとなります。 
 

〇両補助金を同時に申請することも可能です。 
 

〇補助金交付申請を行い、交付決定通知書を受け取る前の購入等は、補助金対

象になりません。 
 

 



 

・(有)サウンドハウスエービック （８７―２８３６） 
 

・LED照明設備 ・省エネ給湯設備 ・冷蔵庫又は冷凍庫 ・生ごみ処理機 

 

省エネ設備等普及促進事業補助金・生ごみ処理機購入助成事業の両補助金の申請にあたっ

ては、羅臼町ホームページ等で要綱・様式等をご確認ください。 

また詳細や不明点については、登録販売店、または環境生活課までお問い合わせください。 

環境生活課 87-2115 

各補助金の条件を確認し、 

役場へ交付申請書を提出する 

役場より、交付決定書が 

送付される 

補助対象商品の 

購入・設置を行う 

羅臼町へ 

実績報告書を提出する 

羅臼町より指定口座へ 

補助金が振込まれる 

 
  

 

 

 

 

補助申請の流れ 

登録販売店 

https://www.rausu-town.jp/pages/cat/97 

 

８月１０日現在の登録販売店の補助金に関する取扱い業務は以下の通りです。 

 
・㈱中村電気商会 （８７―２０７１）    
 

・LED照明設備 ・省エネ給湯設備 ・冷蔵庫又は冷凍庫 ・生ごみ処理機 

・ＤＣＭニコット羅臼店 （８８―５６００） 
 

・LED照明設備 ・冷蔵庫又は冷凍庫 ・生ごみ処理機 
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児童扶養手当を受けている方は、令和５年８月３１日（木）ま

でに「児童扶養手当現況届」の手続きを役場保健福祉課で行って

下さい。 

この届出がないと８月分以降の手当が受けられなくなります。 

印鑑を持参の上、必ず手続きを行って下さい。 

・必要な書類  児童扶養手当の証書 

※  児童扶養手当の受給開始から 5 年を経過する方には、「児童扶養手当一部支給停 

止適用除外事由届出書」、「雇用証明書」と「自営業従事申告書」様式を送付して 

いますので、手続きの際にご提出願います。 

・受 付 期 間  令和 5年８月３１日（木）まで 

 

 

児童扶養手当とは 

  父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭 

 （ひとり親家庭）の生活の安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図るため支給 

 れる手当です。 

  ・父母が婚姻を解消した子ども 

  ・父母が死亡した子ども 

  ・父母が政令で定める程度の障害の状態にある子ども 

  ・父母の生死があきらかでない子ども 

  ・母が婚姻によらないで生まれた子ども 等 

 

 【支給時期】 認定請求した月の翌月分より支給 

（令和５年度支給月 5月、7月、9月、11月、１月、３月） 

 【支給金額】 児童１人（全部支給認定の場合や一部支給認定の場合等で変更） 

金 額 10,410円～44,130円 

加 算  2人目 10,420円  3人目以降 1人つき 6,250円 

※ 請求者等（同居の家族を含む）の前年所得により支給額が決定されますが所得制限

により支給されない場合があります。 

 
【お問合せ先】 

保健福祉課福祉担当  電話 87-2161 



２. 支給額

町政だより 令和５年８月１０日発行

令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯以外）のご案内

１. 支給対象者

①または②に当てはまる方

(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方・他市町村で同様の給付金を受けた方を除く)

令和４年度中に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て
世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）」の支給対象者
であった方

①

② 令和５年３月３１日時点で

１８歳未満の児童（障害児の場合は、２０歳未満）を養育する

父母等であって、令和５年１月１日以降の収入が急変し、住民
税非課税相当の収入となっている方
（※令和６年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）

児 童 1 人 当 た り 一 律 ５ 万円

＊詳細につきましては、下記までお電話ください。

■厚生労働省 コールセンター

0 1 2 0 - 4 0 0 - 9 0 3
（受付時間 :平日9:00～18:00）

(※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取りを拒否した方)

３. 給付金の支給手続き

① に該当する方については、個別に通知いたしますので、申請の必要はありま

せん。(支給につきましては８月１５日以降を予定しております。）

② に該当する方については、申請が必要となりますので、羅臼町役場 保健福祉課まで、

ご連絡ください。

令和６年２月２８日まで

４. 申請提出期日

■羅臼町役場 保健福祉課 福祉担当

0 1 5 3 - 8 7 - 2 1 6 1
（受付時間 :平日9:00～17:30）
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令和５年 忠魂碑慰霊祭のお知らせ 
 

羅臼町には、昭和１４年に建立された忠魂碑（羅臼神

社境内）に郷土出身の戦没者７１名の御霊がお祀りされ

ておりますが、当時の経緯を知る方も年々減少し、往時

の戦没者への感謝の意も希薄になりつつあることから、

終戦の日を慰霊の日と定め、忠魂碑の維持・管理を行い、

慰霊祭を行っております。 

本年も下記のとおり忠魂碑慰霊祭を執り行いますので、

多くの町民皆様に御参拝をいただきたく、お知らせ致し

ます。 

 

日時  令和５年８月１５日（火）正午１２時 

（午前１１時３０分より記帳受付をしております） 

 

場所  羅臼神社境内 忠魂碑前 

（詩吟の奉納・小中学生による「浦安の舞」の奉納があります） 

 

 

 

主催 羅臼町忠魂碑護持奉賛会 

共催 羅臼町遺族会（事務局：羅臼町社会福祉協議会） 



 

 

 

 

 

◎内  容 

「羅臼のふつうは、日本のごちそう」をキーワードにふるさと納税返礼品の紹介や羅臼町で獲れる

食材を使ったレシピの投稿、羅臼町民だからこそ知っている食材の使い方・・・など北海道、日本

全国、世界に向けて羅臼町の魅力をＰＲしましょう！！皆さんの普段の食卓が羅臼町の宣伝に！！ 

その他、景色やアクティビティの紹介も投稿者の人数に応じて投稿内容の部門分けをして皆さんの

「得意」を投稿しましょう。 

◎対 象 者：羅臼町在住の１８歳以上の方ならだれでも！（高校在学者は除く） 

◎応募方法：電話/FAX/mail いずれかの方法で住所・氏名・ご職業・連絡先を教えてください。 

              投稿内容、方法の詳細については後日ご連絡いたします。 

◎募集期限：令和5年8月21日（月）まで。※締切日以降も随時募集いたします。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ぜひお気軽にご応募下さい！！ 

一緒に羅臼町ふるさと納税公式インスタグラムを盛り上げましょう！！ 

お申込み先/お問合わせ先：産業創生課 ふるさと納税担当 

      TEL:0153-87-2162 / FAX:0153-87-2916 

Mail：furusato.nozei@rausu-town.jp           

空いた時間を有効活用しませんか？ 

〈参考〉 

町政だより 令和 5 年 8 月 10 日発行 

tel:0153-87-2162%20/%20FAX:0153-87-2916
mailto:furusato.nozei@rausu-town.jp


開催日 ９月３日（日） 

○日 程  07：00 らうすぽ駐車場集合・出発 

      07：30 入山口着 

      07：35 羅臼湖へ出発 

      09：35 羅臼湖到着・休憩 

      09：50 羅臼湖出発 

      11：20 入山口着 

      12：00 駐車場着 

      12：15 昼食交流会 

      13：00 交流会終了・解散 

 

○対 象  小学３年生以上の町民 

 

○参加料  会員：５００円  非会員：１，０００円(保険料込み) 

 

○持ち物  雨具・暖かい服装・長靴・長靴が入るビニール袋 

      車の中での履物・飲み物・軽食 

 

○締 切  ８月２７日（日）午後５時００分まで 

      らうすぽ館内らいず事務局 ８５－７７１５ 

※ 荒天時は、中止となります。 

三の沼からの羅臼岳 四の沼 

 

 できるだけ暖かい服装でご参加ください。 

天候や歩いているうちに暑くなる可能性も 

あるので、その時には着ている上着を脱いで 

涼しくなれるようご準備ください！具体的な

服装を知りたい方は事務局までお問い合わせ

ください。 

らいず・羅臼町子ども会集合写真 






